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公契約条例をめぐる動向については、2014 年 9 月に高知市で議会発議による「高知市公共調

達基本条例」の改正が行われ、「報酬下限額」を規定するいわゆる「公契約条例」になった。また、

草加市（埼玉県）、世田谷区（東京都）、四日市市（三重県）で新たに「公契約基本条例」が成立

した。本号では、公契約条例をめぐる全国動向の特徴点等について報告する。

１．全国動向

（１）高知市（岡崎誠也市長・ 期目）

［ ］条例改正の経過と今後の課題

高知県高知市では、2011 年 11 月に「公共

調達基本条例」が成立した。その後、労働組

合や議会内から「報酬下限額等」を定めた「公

契約条例」へと改正することを求める声があ

ったが、市側の対応が鈍く、動かない状況に

あった。

これに対して、連合高知組織内議員を中心

に修正案を準備するなど議会主導で改正にあ

たることとした。

議会の会派構成は、「市民クラブ（ 名）」、

「新風クラブ（ 名）」、「新こうち未来（ 名）」、

「日本共産党（ 名）」、「公明党（ 名）」、「み

どりの会（ 名）」となっている。

このうち主導的役割を果たしたのが民主・

無所属議員によって構成されている「市民ク

ラブ」で、中でも中心を担ったのが、高知市

職労出身の議員である。

「新風クラブ」と「新こうち未来」は保守

系会派だが、分裂している。

今回の改正にあたって、「市民クラブ」は、

保守系会派の「新風クラブ」に理解を求める

と同時に、「入札改革」をともに進めることで

合意を得た。

「新こうち未来」は条例に最後まで反対で

あったが、その他の会派はすべて賛成であっ

た。

これまで、公契約条例案が議会に提案され

るも成立に至らなかったケースがあるが、そ

こには業界の強い反対があり、これに呼応す

る議会内会派の抵抗による。高知市でも業界

の反対は、かなり強いものであったが、保守

会派の入札制度改革を含めた「共通の理解」

を得て乗り越えた。

今後の課題としては、2015 年 10 月 1 日の

施行までに業界・市民の理解と協力を求めて

いく必要がある。さらに、行政との関係も重

要である。この点では、条例の趣旨をふまえ

て、行政側も議会と協力して進めると聞いて

いる。ぜひ、双方で意思疎通を図りながら具

体的な準備をして欲しい。

改正の要点

①名称
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新）高知市公共調達条例

旧）高知市公共調達基本条例

②条例の適用範囲と報酬下限額

建設 億 万円以上

委託・指定管理 万円以上

③労働報酬下限額の基準

工事 設計労務単価

委託・指定管理 生活保護基準

④施行

2015 年 10 月 1 日 
条例改正の意義

高知市の「高知市公共調達基本条例」の改

正により、いわゆる「公契約条例」を制定し

ている自治体は、全国で 12 となった 。

また、「公契約条例」以外の条例は、これま

では、公契約の理念やあり方を定めた条例と

して「公契約基本条例」としてきたが、全国

で９つとなった 。しかし、これらの条例も「総

合評価入札方式の評価項目に賃金などを取り

入れた」、「労働基準法などの法令を遵守して

いるか報告書の提出をもとめ行政がチェック

する」、「特定の契約に関しては法令違反に『過

料』を課す」、「賃金基準額を定め受注者に基

準額以上の賃金の支払い義務を課したもの」

など多様化している。

さらには、新宿区や佐賀市など条例によら

ず要綱に賃金等の定めたものなどを含めると

全国に様々な動きがある。

しかし、「基本条例」をもって「終着点」で

はなく、「基本条例」は「スタート」であり、

「公契約条例」を「ゴール」とするならば、

高知市議会の条例改正の取り組みは、「基本条

例」から「公契約条例」へと切り替えた初め

                                                   
1 名称の如何を問わず、条例で契約条項に「報酬（賃

金）下限額」などを定めたもの、現在は、野田市、

川崎市、相模原市、多摩市、国分寺市、渋谷区、厚

木市、足立区、直方市、三木市、千代田区 
高知市の 12 自治体 
2山形県、江戸川区、前橋市、秋田市、長野県、奈良

県、草加市、世田谷区、四日市市の 9 自治体 

ての事例であり、しかも議会主導で成功させ

たものとしても初のケースである。

（２）草加市（田中和明市長・ 期目）

埼玉県草加市では、2014 年 9 月 17 日に「草

加市公契約基本条例」が全会一致で成立した。

2010 年に市長に就任した田中市長は、市長選

挙のマニフェストに「公契約条例」の制定を

うたい、2013 年 4 月に庁内に「草加市公契

約条例検討会」を設置し検討を行っていた。

2014 年 6 月 3 日から「パブリックコメント」

を行い、9 月議会に条例案を提案した。

条例の施行は、2015 年 4 月 1 日

［条例の要点］

「労働基準賃金額（条例第 12 条）」と「労

働環境の確認（同第 13 条）」との規定がある。

条例に基づく規則で以下のとおり定めている。 
【草加市が発注する契約に係る労働環境の

確認に関する規則・要点】

①労働賃金基準額を定める公契約及び労働

環境の確認を行う公契約（第３条）

○工事・製造の請負 億 万円以上

○委託・指定管理 万円以上

○市長が特に必要と認めるもの

②労働者の範囲（第４条）

労働環境の確認の対象とする労働者は、

前条に規定する公契約に主に従事するもの

③労働環境の基準（第５条）

○労働環境の確認は、労働基準法、労働安

全衛生法、最低賃金法、その他関係法令を

基準とする。

○労働賃金基準額について

［工事又は製造］ 公共工事設計労務単価

［前号以外］ 地域最低賃金

○事業者等は、労働基準賃金額以上の賃金

を労働者に支払わなければならない

○市長は、労働賃金基準額を定めようとす

るときは、草加市公契約審議会の意見を聴

かなければならない。
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18 
 

○市長は、労働賃金基準額を定めたときは、

市のホームページ等により公表する。

④労働環境の確認方法（第６条）

契約締結後に労働環境報告書を市長等に

提出しなければならない。

⑤不利益取扱いの禁止（第７条）

事業者は、労働者が労働環境に係る事実

について市長等に申し出た場合において、

当該申出を理由として、当該労働者に対し

不利益な取扱いをしてはならない。

⑥調査及び改善の指導（第８条）

○市長等は必要に応じて事業者への聞き取

り調査

○市長等が改善が必要と判断した場合には

事業者に対して改善指導

○事業者は、労働環境改善報告書により報

告しなければならない

⑦不適切な労働環境等に対する措置（第９

条）

次のいずれかに該当する場合は、指名停

止。

○労働環境報告書を提出せず、又は虚偽の

報告をしたとき

○調査を拒み、妨げまたは忌避したとき

○労働環境改善報告書を提出しなかったと

き

（３）世田谷区（保阪展人区長・ 期目）

東京都世田谷区では、2014 年 9 月 26 日に

「世田谷区公契約条例」が全会一致で成立し

た。世田谷区では、2011 年に外部委員による

「公契約検討会」を設置し、条例の検討を重

ね、2013 年 2 月に「中間報告」、2013 年 8
月に「報告書」が出されたが、公契約条例に

ついて賛否がわかれ、両論が併記されたもの

となった。その後、検討が重ねられ、9 月議

会に提案された。

条例の施行は、2015 年 4 月 1 日。

［条例の要点］

条例第 条で「区長の責務」として、「１．

労働報酬下限額を定め、事業者（受注者）

に示し、事業者が下限額を遵守することに

より、労働者に適正な賃金が支払われるよ

うにすること。２．賃金、労働条件、社会

保険の加入の有無その他の労働条件につい

ての帳票をつくり、事業者に提出させるこ

と。」とある。

①労働報酬下限額を定める公契約の範囲等

（規則第５条）

・ 万円以上の工事

・ 万円以上の契約（不動産の買入、

物件の借入契約以外）

・市長が特に必要と認めるもの

②労働条件が適正であること確認するため

の帳票の提出を求める公契約の範囲等（規

則第６条）

・ 万円（指定管理者の業務に係る協定

にあっては零円）

（４）四日市市（田中俊行市長・ 期目）

三重県四日市市では、2014 年 10 月 3 日に

「四日市市公契約条例」が全会一致で成立し

た。2013 年 3 月 6 日に外部委員による「公

契約制度検討委員会」が設置された。2014
年 4 月 21 日からパブリックコメントを実施

し、9 月議会に提案された。

条例の施行は 2015 年 1 月 1 日。

本条例は、名称は「公契約条例」となって

いるが、「報酬下限額」などの定めのない「基

本条例」である。

（５）我孫子市（星野順一郎市長・ 期目）

千葉県我孫子市では、現在庁内検討チーム

で公契約条例について検討中だが、9 月市議

会において、2015 年 3 月市議会に提案する

と市側が答弁している。千葉県では、我孫子

市が野田市に続く 2 例目となるか、今後の動

向に注目したい。
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２．相模原市「条例改正」の動き

相模原市公契約条例（2011 年成立）が、条

例の見直し条項3により、以下のとおり見直し

が行われ、11 月 19 日に改正案が提案されて

いる。改正案の主な点は以下の通りだが、委

託の報酬下限額の基準について「生活保護基

準」から「地域最低賃金」を基準とすること

になる。具体的にどのような賃金額が設定さ

れるのか、今後の動向に注目したい。 
［経過］ 
2014 年 4 月 公契約審議会に諮問 

〃 7 月 31 日 公契約審議会が答申 
〃 9 月 16 日から 10 月 15 日 パブリ

ックコメント実施 
〃 11 月 19 日 市議会に改正案提案 

［条例改正の主な内容］ 
①適用範囲

現 行 改正案

工事 億円以上 億円以上

委託 万円以上 万円以上

対象の追加：【現行】庁舎の整備、清掃、設

備運転・監視若しくは案内業務、給食

【追加】データ入力業務 窓口受付

②労働報酬下限額の設定

現 行 改正案

委託 生活保護基準 最低賃金

③継続雇用義務 努力義務を新たに設ける

④労働者派遣契約の取扱い 条例に明文化

⑤労働者台帳の見直し 支払われた労働報酬

額を記載するように改める

⑥労働者の周知について 条例の周知につ

いて検討する

                                                   
3 附則第 4 項「施行後 3 年以内に条例の施行の状況

等について検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずる」 

３．建設業をめぐる動き－「品確法」・「建

設業法」等が改正される

（１）法改正の「目的」

国は、2014 年 6 月に「公共工事の品質確

保の促進に関する法律（「品確法」）」や「建

設業法」などを改正した。改正の目的は以下

の通りである。  
「建設業は、東日本大震災に係る復興事業

や防災・減災、老朽化対策、耐震化、インフ

ラの維持管理などの担い手として、その果た

すべき役割はますます増大しています。一方、

建設投資の急激な減少や競争の激化により、

建設業の経営を取り巻く環境が悪化し、ダン

ピング受注などにより、建設企業の疲弊や下

請企業へのしわ寄せを招き、結果として現場

の技能労働者の高齢化や若年入職者の減少と

いった構造的な問題が生じています。こうし

た問題を看過すれば、中長期的には、建設工

事の担い手が不足することが懸念されていま

す。また、維持管理・更新に関する工事の増

加に伴い、これらの工事の適正な施工の確保

を徹底する必要性も高まっています。 
これらの課題に対応し、現在及び将来にわ

たる建設工事の適正な施工及び品質の確保と、

その担い手の確保を目的として改正されまし

た。」（総務省自治行政局行政課長／国土交通

省土地・建設産業局建設業課長通知） 
 

（２）公共工事の品質確保の促進に関する法

律（「品確法」）の改正の要点

○改正の目的：公共工事の品質確保の促進 
→そのための基本理念や発注者・受注者の

責務を明確化し、品質確保の促進策を規定 
○基本理念の追加：将来にわたる公共工事の

品質確保とその中長期的な担い手の確保、

ダンピング防止等 
［施工技術の維持向上とそれを有する者の

中長期的な育成・確保］［適切な点検・診
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断・維持・修繕等の維持管理の実施］［ダ

ンピング受注の防止］［災害対応を含む地

域維持の担い手確保へ配慮］［工事契約を

含む請負契約の適正化と公共工事に従事

する者の賃金、安全衛生等の労働環境改

善］ 
［技術者能力の資格による評価等による調 

査設計（点検・診断を含む）の品質確保］ 
→基本理念を実現するため  
発注者の責務（基本理念に配慮して発

注関係事務を実施）を明確化 
例）予定価格の適正な設定、低入札価

格調査基準等の適切な設定、計画的な

発注、円滑な設計変更、事業の特性等

に応じて選択できる多様な入札契約方

式の導入・活用を位置づけ、それによ

り行き過ぎた価格競争を是正 

（３）建設業法の改正の要点

目的：建設工事の適正な施工確保と建設業 
の健全な発達 
→建設業の許可や欠格要件、建設業者とし

ての責務等を規定 
◇建設工事の担い手の育成・確保 

建設業者、建設業団体、国土交通大臣に

よる担い手の育成・確保、施行技術の確

保について規定した 
〈建設業者の責務〉 
技能労働者、技術者等に対する講習・研

修の実施等の人材育成、技能労働者等へ

の適切な賃金支払いや社会保険加入の徹

底等の就労環境の整備、下請契約におけ

る請負代金の適切な設定及び適切な代金

の支払い等元請下請取引の一層の適正化 
◇適正な施工体制確保の徹底 

業種区分を見直し、解体工事業を新設 
建設業の許可等について暴力団排除条項 
を整備 

（４）「公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律（「入札契約適正化法」）」の改

正の要点

目的：公共工事入札契約の適正化 
→公共工事の発注者・受注者が、入札契約

適正化のために講ずべき基本的・具体的

な措置を決定・ダンピング防止策の強

化・ダンピング防止を入札契約の適正化

の柱として追加・入札の際の入札金額の

内訳の提出・発注者による確認・契約の

適正な履行（＝公共工事の適正な施工）

を確保・施工体制台帳の作成・提出義務

拡大 
 

（５）外国人労働者の受入「拡大」

国は、東日本大震災の復興事業や東京オリ

ンピックなどにより建設需要が一時的に増大

していることに対応して即戦力となる外国人

建設労働者の活用促進を図るために外国人建

設就労者の受入れ拡大を進めており、2015
年 4 月 1 日から施行するとしている。

これは、あくまでも 2020 年までの時限措

置としているが、オリンピック後に建設技能

者の不足が解消されているとは思えない。む

しろ、さらに深刻化する懸念がある。また、

「人口減少」がいわれ、建設技能者だけでな

く、外国人労働者の受入拡大は政府の方針と

なっている。建設労働者の受入れ拡大は、そ

の先鞭をつけたものといえる。

以上の状況を踏まえるならば、「緊急措置」

がほどなく「恒久化」することも十分に予想

される。

既に、外国人労働者をめぐる課題は、「差別

待遇問題」、「雇用の調節弁としての位置づけ」

などの問題を抱えている。

今必要な事は、安易な「外国人労働者の受

入れ」方策ではなく、国内における建設技能

者の待遇改善や技能者育成を息長く続けるこ

とが、遠回りのようで近道である。
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